
船舶事故調査報告書 

平成２８年３月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月３０日 ０４時４５分ごろ 

発生場所 大阪府泉佐野市佐野漁港（阪南港第３区） 

 阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位１６０°２１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２６.０′ 東経１３５°１９.１′） 

事故の概要  漁船弘栄
こうえい

丸は、南進中、また、プレジャーボートとんぼⅢは、流し

釣りを行いながら北西進中、両船が衝突した。 

 弘栄丸は、船底に、また、とんぼⅢは、右舷船首部の外板等に損傷

を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月１０日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 弘栄丸、１.９トン 

   ＯＳ３－５３１４（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５０－４３１１２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート とんぼⅢ、５トン未満（長さ６.３３ｍ） 

   ２５２－１７００３大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底全般に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部の外板及びブルワーク、船首甲板に破損、凹損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 約３m/s 

海象：波高 約０.５ｍ、波向 南、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、法定灯火を表示し、佐野漁港内の泉佐野沖防波堤東方沖を

南進していた。 

 船長Ａは、離岸してＡ船の方に向かって来る漁船を左舷方に認め、

船びき網漁を行う漁船が出航する頃だと思っていたところ、衝撃を感

じた。 

 Ｂ船は、白色全周灯及び両色灯を表示し、約３ノットの対地速力で

北西進しながら、流し釣りを行っていた。 

 船長Ｂは、右舷中央部で立って釣りを行い、船首方の泉佐野沖防波

堤への接近状況を気にしたり、海面の釣り糸を見たりしていたとこ

ろ、ふと顔を上げた際、Ｂ船に向かって来るＡ船を至近に認めたもの

の、機関操縦レバーを操作する余裕もなく、Ａ船の船首部とＢ船の右

舷船首部とが衝突した。 



分析  Ａ船は、船長Ａが、左舷方の漁船に注意を向け、前路の見張りを適切

に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かなかったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、防波堤への接近状況及び釣りに意識を向け、見

張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船の船長Ａ及びＢ船の船長Ｂが共に見張りを適

切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・遠方から自船に向けて航行して来る船舶のみに気を取られず、目

前にも目を配ること。 

 ・航行する船舶が存在することを念頭に置き、常に周囲の見張りを

行うこと。  


